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（注）

※本計画において「住宅」とは、特に限定して用いる場合を除き、一戸建て持家、分譲マンション、賃貸

アパート、賃貸マンションなど、建て方や所有関係を問わず、すべての住宅を意味しています。また、

「マンション」とは、特に限定して用いる場合を除き、マンションの管理の適正化の促進に関する法律

第２条第１項第１号のマンション（いわゆる分譲マンション）を指します。

※本計画において各種統計調査を基に現状分析等をしている箇所では、用語の定義は当該調査における定

義のとおりとします。

※統計調査の結果は、原則として不詳を除いて分析しています。


